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金
滞
古
蹟
志
巻
十
七

れ
ど
も
、
今
中
居
鋳
物
師
の
家
停
の
記
録
等
に
は
、
清
涼
殿
の
燈
姐

を
鋳
奉
る
事
の
滋
侮
は
、
昔
近
衛
天
皇
の
御
世
に
鶴
と
い
へ
る
係
烏

出
で
、
そ
れ
が
篤
に
御
不
強
あ
ら
せ
ら
れ
し
に
、
時
の
陰
陽
博
士
の

上
奏
に
依
っ
て
、
百
八
の
燈
姐
を
鋳
さ
せ
ら
れ
し
よ
り
御
嘉
例
と
成

り
た
り
と
。
叉
尾
張
名
所
園
舎
に
も
、
知
多
郡
久
米
村
に
鋳
物
師
あ

り
。
代
々
鋳
物
を
業
と
す
。
天
紘
一

mr十
一
月
賜
ふ
蕗
の
宜
旨
を
所

持
す
。
近
衛
院
御
字
源
三
位
額
政
鶴
を
射
留
め
し
時
、
彼
の
鋳
ヱ
に

命
じ
て
金
燈
舗
を
諮
ら
し
め
、
御
庭
の
木
に
懸
け
て
掲
の
落
つ
る
所

を
見
る
と
と
を
得
た
れ
ば
、
褒
美
に
預
り
し
と
ぞ
。
共
の
停
記
欝
か

に
筆
し
て
彼
の
家
に
施
す
。
然
れ
ど
も
兵
の
た
し
か
た
る
を
知
ら
宇

と
云
ふ
。
平
吹
按
宇
る
に
、
額
政
が
事
は
園
史
時
に
‘
仁
平
三
年
四

月
.
上
不
浪
。
有
邑
怪
烏
毎
夜
鳴
度
a
疲
殿
屋
上
↓
勅
a
源
額
政
-
射
v
之

4

上
病
乃
癒

d

賜
a
叙
及
官
女
王
。
自
註
に
云
ふ
。
額
政
審
河
守
頼
網
之

孫
。
兵
庫
頭
仲
正
之
子
.
額
光
之
宮
阿
也

d

善
昌
弓
馬
及
園
詩
辺
町
徴
昌
見
官

女
高
浦
一
春
懐
経
v
年
e

上
巳
聞
v
之

ω

於
v
是
欲
=
出
賜
'
之
，
使
試
飾
昌
美
色

宮
女
三
人
刊
一
雑
品
菖
蒲
共
中
吋
山
山
在
-
階
上
↓
而
召
-
瓶
一
政
-
令
=
自
揮
-
需
額

政
恐
昌
英
誤
認
吋
未
=
敢
卸
進
↓
作
v
歌
陳
=
主
ハ
意
吋
上
大
慌
菩
a.

乃
賜
v
之。

1c

b
り
て
、
此
の
事
は
源
平
盛
衰
記
・
太
平
記
に
記
載
せ
り
。
和
翻
案

こ
四

に
.
=
一
保
鳥
居
小
路
の
西
た
る
強
位
、
撮
州
兎
原
郡
の
到
塚
は
、
頼

政
が
故
事
に
潤
で
け
る
に
や
。
但
し
台
記
に
、
康
治
三
年
五
月
記
に
、

束
三
僚
の
枇
の
怪
異
を
載
せ
‘
叉
六
月
記
に
到
の
事
を
記
さ
れ
侍
れ

ど
、
額
政
の
射
た
る
事
悲
し
。
又
久
安
六
年
四
月
の
記
に
、
人
魂
落
昌

疲
殿
北
庭
-
と
い
ふ
事
見
ゆ
と
い
へ
り
。
叉
下
串
集
に
‘
近
衛
院
御

字
械
昌
玉
寝
前
吋
一
傷
v
人
無
v
極
e

後
化
成
a

白
狐
一
審
v
人
惟
多
.
時
俗
欲
v

隣
之

e

先
遁
a
走
犬
-
以
試
=
共
射
騎
吋
白
狐
知
v
之

4

化
而
成
v
石
.
飛
禽
走

歌
賞
品
共
殺
気
-
者

4

英
v
不
=
立
姥
↓
故
調
昌
之
殺
生
石
↓
子
v
今
在
a
下
野
那
須

野
原
-
也
.
犬
遺
物
始
昌
子
設
-
実
。
但
聴
昌
之
古
老
之
口
銃
二
雌
v
不
v
知
且
本

設
↓
且
戟
v
之
而
巴
。
と
あ
り
。
按
宇
る
に
、
近
衛
天
皇
の
御
世
に
は
、

前
顛
の
如
き
怪
異
共
あ
り
た
る
よ
し
世
に
除
失
す
。
鋳
物
師
の
い
ひ

停
へ
け
る
燈
姐
の
事
危
ど
も
、
皆
同
日
の
停
訟
に
て
、
そ
の
本
訟
は

詳
か
た
ら
宇
と
い
へ
ど
も
、
近
衛
天
皇
仁
平
年
中
御
悩
の
事
に
依
っ

て
燈
姐
を
錫
し
め
ら
れ
‘
そ
れ
よ
り
恒
例
と
成
り
た
り
と
の
事
は
、

元
よ
り
彼
是
論
宇
ぺ
き
限
り
に
あ
ら
宇
。
彼
の
抑
制
政
が
故
事
を
い
ひ

傍
ふ
る
は
、
中
古
よ
り
の
附
舎
に
て
も
あ
る
ぺ
し
。
彼
の
故
事
は
諮

曲
に
も
作
意
し

τ、
世
の
人
口
に
脆
失
す
る
事
と
い
へ
ど
も
、
無
位

法
師
の
沙
石
集
巻
五
に
、
故
鎌
倉
の
右
大
将
家
.
京
よ
り
あ
や
め
と

い
ふ
は
し
た
も
の
L
美
人
た
り
け
る
を
召
下
し
て
.
か
く
し
置
か
れ

け
る
を
)
梶
原
の
三
郎
兵
衛
尉
所
望
し
て
見
た
り
け
れ
ば
、
同
じ
齢

.
の
十
七
・
八
ば
か
り
怠
る
女
房
‘
美
女
の
見
も
知
ら
ぬ
を
十
人
装
束

さ
せ
て
た
ら
ぺ
す
ゑ
治
き
て
.
此
の
中
に
あ
や
め
を
見
し
り
た
ら
ぽ

可
v
給
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
見
わ
き
が
た
く
し
て
、

ま
と
も
草
あ
さ
か
の
ぬ
ま
に
茂
り
あ
ひ
て

い
づ
れ
あ
や
め
と
ひ
き
ぞ
わ
づ
ら
ふ

と
い
ひ
た
の
け
る
時
、
あ
や
め
顔
を
あ
か
め
‘
袖
を
ひ
き
つ
く
る
ひ

け
る
を
見
て
、
あ
れ
と
そ
と
申
し
て
‘
や
が
て
給
は
り
け
り
と
あ
り
。

右
沙
石
集
の
侮
設
に
擦
れ
ば
、
菖
蒲
前
は
宮
女
に
て
も
友
く
、
額
政

に
賜
は
れ
り
と
い
ひ
停
ふ
る
は
、
全
く
虚
設
な
り
。
是
等
に
て
も
彼

の
鵡
を
射
捕
れ
り
と
い
ふ
停
訟
は
‘
置
と
す
る
に
足
ら
・
?
と
い
ふ
ぺ

し。。

劉

場

町

此
の
町
は
、
奮
藩
中
は
割
場
附
足
韓
中
の
組
地
に
て
、
割
場
附
足
経

と
務
す
る
躯
卒
の
邸
地
怠
る
に
依
っ
て
、
割
場
町
と
呼
ぺ
り
。
然
る

に
明
治
慶
審
置
臓
の
後
、
戸
籍
編
成
町
名
改
正
の
時
、
割
場
町
の
名

稀
を
慶
し
、
角
場
町
へ
屈
せ
し
め
た
り
。
此
の
割
場
町
の
後
ロ
町
を
ぽ

金
滞
古
蹟
志
血
管
十
七

• 
企

君臨

柿
木
畑
と
呼
べ
り
。
依
り
て
考
ふ
る
に
‘
改
作
所
溜
聞
記
に
蛾
せ
た
る

元
職
十
三
年
十
月
泉
村
畑
地
取
調
書
に
、
泉
村
領
之
内
に
先
年
柿
木

御
畑
プ
グ
所
有
v
之
、
問
拾
ヶ
年
以
前
に
足
軽
中
の
屋
敷
に
相
渡
る
と

あ
る
も
の
‘
恐
ら
く
は
此
の
割
場
町
の
組
地
た
ら
ん
か
。
元
総
十
三
・

年
よ
り
四
拾
ク
年
前
は
寛
文
元
年
也
。

売

っ
足
軽
居
屋
敷
、
預
り
候
衆
之
屋
敷
・
ロ
乎
寄
惑
敷
者
は
、
明
組
又

は
組
付
に
而
も
、
互
に
相
談
を
以
、
勝
手
宜
敷
様
に
足
範
之
者
に
可
E

申
付
-
候
事
。

五

月

三

目

指
は
寄
合
衆
よ
り
之
手
紙
也
と
あ
り
。
此
の
脇
島
書
も
寛
文
の
頃
危
ら

ん
か
。
奮
藩
中
、
趨
卒
の
邸
地
は
.
平
足
極
五
拾
歩
宛
‘
小
頭
は
七

拾
歩
の
定
友
り
。
故
に
緒
方
に
あ
る
組
地
は
此
の
歩
数
た
り
と
ぞ
。

O
割
場
附
足
軽
来
歴

割
場
附
足
艇
は
、
奮
藩
中
足
髄
組
の
一
一
砲
に
て
‘
艇
卒
の
第
一
た
る

人
員
た
り
。
共
の
役
場
を
ば
印
ち
割
場
と
稽
し
、
城
内
新
丸
に
割
場

合
所
下
議
所
と
て
.
園
初
以
来
の
役
所
あ
り
。
共
の
惣
裁
を
ぽ
割
場

奉
行
と
稽
し
、
人
割
を
た
し
け
る
動
向
な
る
に
依
っ
て
、
割
場
と
稽

二
五




